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福
山
市
議
会
　
災
害
見
舞
金
を
送
る

　
昨
年
の
台
風
19
号
に
よ
り
犠
牲
に
な
ら
れ
ま
し
た
方
々
と
そ
の
ご
遺
族
に

対
し
、
深
く
哀
悼
の
意
を
表
す
と
と
も
に
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に
心
か
ら
お

見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
市
議
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
被
災
さ
れ
た
方
々
を
少
し
で
も
支
援
さ

せ
て
い
た
だ
く
た
め
、
全
国
市
議
会
議
長
会
を
通
じ
て
、
議
員
全
員
で
災
害

見
舞
金
40
万
円
を
送
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
被
災
地
の
一
日
も
早
い
復
旧
・
復
興
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

【
市
長
提
出
議
案
】

■
補
正
予
算

○　
消
防
団
の
活
動
の
た
め
の
ト
ラ

ン
シ
ー
バ
ー
整
備
費

〇　
鞆
町
石
井
浜
町
内
会
ほ
か
10
カ

所
の
地
域
集
会
所
の
改
築
費
等
助

成
〇　
き
ら
り
ル
ー
ム
な
ど
へ
の
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
整
備
費　
な
ど

■
条
例

○　
市
営
住
宅
の
入
居
手
続
き
の
た

め
の
連
帯
保
証
人
の
確
保
を
２
名

か
ら
１
名
に
緩
和
す
る
な
ど
改
め

ま
す
。（
市
営
住
宅
等
条
例
の
一

部
改
正
）

■
そ
の
他

○　
総
合
体
育
館
公
園
お
よ
び
芦
田

川
緑
地
か
わ
ま
ち
広
場
の
指
定
管

理
者
に
、
公
益
財
団
法
人
福
山
市

ス
ポ
ー
ツ
協
会
を
指
定
し
ま
す
。

こ
の
定
例
会
で
決
ま
っ
た
こ
と

 （
一
部
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
）

令和元年12月定例会　議案の審議結果一覧
○は賛成、×は反対

付託委員会 議　　　　　　案　　　　　　名 水曜会公明党誠友会市　民
連　合

日　本
共産党

新　政
クラブ無所属採　決

結　果（13人）（7人）（4人）（4人）（4人）（3人）（3人）

企業会計
決算特別

平成30年度病院事業会計決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 認定
平成30年度水道事業会計剰余金の処分及び決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ 可決・認定
平成30年度工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ 可決・認定
平成30年度下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 可決・認定

一 般・
特別会計
決算特別

平成30年度一般会計歳入歳出決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ 認定
平成30年度都市開発事業特別会計歳入歳出決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ 認定
平成30年度集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 認定
平成30年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ 認定
平成30年度介護保険特別会計歳入歳出決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ 認定
平成30年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ 認定
平成30年度食肉センター特別会計歳入歳出決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 認定
平成30年度駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 認定
平成30年度商業施設特別会計歳入歳出決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ 認定
平成30年度母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計歳入歳出
決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 認定

平成30年度誠之奨学資金特別会計歳入歳出決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 認定
平成30年度財産区特別会計歳入歳出決算認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 認定

予算特別
令和元年度一般会計補正予算（２号） ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ 可決
令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算（１号） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 可決
令和元年度病院事業会計補正予算 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 可決

政治家が選挙区内の人にお金や物などを贈ることは禁止されています。

次ページに続く

平
成
30
年
度
一
般
会
計
・

特
別
会
計
決
算
を
審
査

　
９
月
定
例
会
に
提
案
さ
れ
た
平

成
30
年
度
の
一
般
会
計
と
11
の
特

別
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
認
定
議

案
12
件
を
、
一
般
・
特
別
会
計
決

算
特
別
委
員
会
（
委
員
17
人
）
を

設
置
し
、
10
月
７
日
か
ら
11
日
ま

で
に
審
査
し
ま
し
た
。

　
７
日
と
８
日
午
前
中
に
帳
簿
等

の
書
類
審
査
、
８
日
午
後
と
９
日

10
日
に
質
疑
を
行
い
、
各
会
計
の

予
算
が
効
果
的
に
執
行
さ
れ
て
い

る
か
な
ど
を
審
査
し
ま
し
た
。
11

日
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
計
に
つ

い
て
討
論
を
行
い
採
決
し
、
決
算

特
別
委
員
会

と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
決

算
を
認
定
す

る
こ
と
に
決

定
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
こ

の
結
果
は
12

月
定
例
会
の

初
日
（
12
月

４
日
）
に
委

員
長
報
告
を

行
い
ま
し
た
。


